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年度
措置命令
（※）

課徴金
納付命令
（金額合計）優良誤認表示有利誤認表示 その他

平成27年度 13 11 2 1

平成28年度 27 21 5 2 1
（4億8507万円）

平成29年度 50 27 20 4 19
（3億9153万円）

平成30年度 46 41 14 1 20
（5億801万円）

令和元年度 40 32 9 1 17
（4億6559万円）

令和２年度 33 32 2 0
15

(11億7238万円）

（※）関係法条が２以上にわたる案件があるため、措置命令件数と違反法条の内訳の合計数は一致しない。

〇 景品表示法に基づく法的措置の推移



景品表示法に基づく不実証広告規制
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 消費者庁が当該事業者に対して、合理的根拠の資
料提出を求めることができる。（提出期限は、原
則15日）

 提出資料が、合理的根拠と認められない場合、当
該表示は優良誤認とみなされ、行政処分（措置命
令）の対象となる。

ならば、あらかじめ有してい
るその裏付けとなる根拠を出
しなさい！

これを飲めば、運動が苦手な
方でも、食事制限することなく
短期間で痩せられます！

21

〇 景品表示法第７条第２項（不実証広告規制）

※ 留意事項冊子 P17 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf



➢ 合理的根拠と認められるためには、次の二つの要件を満たす
必要がある。
① 提出資料が客観的に実証された内容のものであること

※ 「客観的に実証された内容」とは、次のいずれかである。

ア 試験・調査によって得られた結果

イ 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

② 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容
が適切に対応していること

【表示された効果と提出資料よって実証された内容が適切に対応していないものの例】

・ 提出資料が、商品に含まれる成分に関するウェブサイト上の情報をまとめたもので
あって、表示された本件商品自体の効果を実証するものでなかった。等

【提出資料が客観的に実証された内容のものでないものの例】

・ 提出資料が商品に含まれる成分に関するウェブサイト上の表示や、ショッピングサイト
でのレビューの内容をまとめたものにすぎず、表示された効果に関連する分野を専門とし
て実務、研究、調査等を行う専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献で
はなかった。等

「不当景品類及び不当表示防止法第７条第２項の運用指針 －不実証広告規制に関する指針－」
平成15年10月28日 公正取引委員会 一部改正 平成28年4月1日 消費者庁
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日用雑貨品等の販売業を営む事業者による審決取消請求事件判決（抄）
（東京高等裁判所判決平成22年11月26日）
（東京高等裁判所平成21年（行ケ）第45号）

同法４条２項が新設されたのは、従前は、被告（注：公正取引委員会。以下同
じ。）が、表示が実際のものよりも著しく優良であると示すものかどうかを調査して
実証しなければならず、判断が下されるまでに多大な時間を要していたことについて、
表示に対する消費者意識の高まりを受け、立証責任を事業者に転嫁し、表示が実際の
ものよりも著しく優良であると示すものでないことを事業者が立証しなければならな
いものとしたのである。すなわち、当該商品に付された表示に沿った効果・性能を有
しない商品が販売されると、公正な競争を阻害し、一般消費者の利益を損なうおそれ
が強いが、他方、被告が表示に沿った効果・性能を立証するためには、専門機関によ
る調査、鑑定等に多大な時間を要し、その間も当該商品が販売され続け、一般消費者
の被害が拡大するおそれがあることに鑑み、迅速・適正な審査を行い、速やかに処分
を行うことにより公正な競争を確保し、これにより一般消費者の被害の拡大を防いで、
一般消費者の表示に対する信頼を保護し、その利益を保護しようとするものである。
そうすると、事業者が一般消費者向けに販売する商品について、効果・性能の優良性
を示す表示を行う場合は、表示に沿った効果・性能がないかもしれないことによる不
利益は一般消費者に負担させるべきではなく、当該商品に関する情報へのアクセスが
容易であり、知識・判断力等において優る表示者（事業者）が負担すべきこととなる。
また、事業者は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料をあらかじめ有し
た上で表示を行うべきであり、かかる資料を有しないまま表示をして販売を行っては
ならないのである。

参考

23



PICO（ピコ）

 P（Participants：誰に）

 I（Intervention：何をすると）

 C（Comparison:何と比較して）

 O（Outcome：どうなるか）
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消費者に誤認を与える
不当な表示・広告への対応

（欺瞞的顧客誘引）
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景品表示法・健康増進法上における健康食品の分類

健康食品とは

健康食品とは、一般的に、健康に良いことをうたった食品全般のことをいう。
また、健康増進法第65条第１項では、食品として販売に供する物に関し、“健康保持増進効果

等”について虚偽誇大な表示をすることを禁止している。このため、本項では、健康増進法に定め
る健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物を“健康食品”という。

保健機能食品とは

健康食品のうち、次のものをいう。

 特定保健用食品：生理学的機能などに影響を与える
保健機能成分を含んでおり、個別に有効性及び安全
性等に関する国の審査を受け、特定の保健の目的が
期待できる旨の表示を許可又は承認された食品

（個別許可型 ▶ 国の許可）

 機能性表示食品：機能性関与成分によって特定の保
健の目的（疾病リスクの低減に係るものを除く）が
期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表
示する食品 （自己認証型 ▶ 国への届出）

 栄養機能食品：特定の栄養成分を含むものとして国
が定める基準に従い当該栄養成分の機能を表示する
食品 （自己認証型 ▶ 国への届出不要）

※ 留意事項冊子 P３ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf



〇 健康保持増進効果等とは

1. 疾病の治療又は予防を目的とする効果（医薬品の効
能効果に相当）

2. 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的と
する効果（医薬品の効能効果に相当）

3. 特定の保健の用途に適する旨の効果

① 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改
善に役立つ旨

② 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又
は改善に役立つ旨

③ 身体の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続
的、慢性的でない

④ 体調の変化の改善に役立つ旨

※ 留意事項冊子 P4~P7 27



〇 健康保持増進効果等とは

4. 栄養成分の効果

5. 内閣府令で定める事項

① 含有する食品又は成分の量

② 特定の食品又は成分を含有する旨

③ 熱量（カロリー、エネルギー）

④ 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は
皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

第3 健康保持増進効果等

「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現
するものを含む。

※ 留意事項冊子 P4~P7 28



〇 薬機法上の医薬品的効果効能との関係

健康増進法の健康保持増進効果等における「疾病の治療又は予
防を目的とする効果」及び「身体の組織機能の一般的増強、増進
を主たる目的とする効果」のような医薬品的な効果効能を標ぼう
するものは、当該表示が著しく事実に相違するものであるか、著
しく人を誤認させる表示であるかを問わず、医薬品医療機器等法
上の医薬品とみなされ、野菜、果物、調理品等その外観、形状等
から明らかに食品と認識されるものを除き、原則として、医薬品
医療機器等法上の承認を受けずにその名称、製造方法、効能、効
果に関する広告をしてはならない（医薬品医療機器等法第68 条）。

「明らかに食品と認識されるもの」であっても、効果効能に係る虚
偽・誇大表示は、景品表示法及び健康増進法の規制を受ける。

※ 留意事項冊子 P7 29



不実証広告規制の実効性を高める
健康食品セカンドオピニオン制度
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国が提供する健康食品素材情報DB

俗に、「活性酸素を除去する」「がんを予防する」「ダイエット効果がある」などと
言われているが、ヒトでの有効性について信頼できる十分なデータが見当たらない。
現時点における水素水のヒトにおける有効性や安全性の検討は、ほとんどが疾病を有
する患者を対象に実施された予備的研究であり、それらの研究結果は、健康な人が市
販の多様な水素水の製品を摂取した時の有効性を示す根拠になるとはいえない。

水素水
Hydrogen
water



暗示や間接的な表現等に対する措置

景表法・健増法の広告規制は、言葉狩りではない

消費者がどう思うか、何を期待するかで判断する

事業者の故意、過失は問わない
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脂肪分解・燃焼の暗示 便通改善の暗示

暗示・間接表現例
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34※ 留意事項冊子 P31～Ｐ37 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf



衣料品の小売業等を営む事業者による審決取消請求事件判決（抄）
（東京高等裁判所判決平成20年５月23日）
（東京高等裁判所平成19年（行ケ）第５号）

行政処分たる排除命令が、対象事業者に対する非難可能性を基礎とする民事
上・刑事上の制裁とはその性質を異にするものであることを考慮すると、景品
表示法４条１項に違反する不当表示行為すなわち違反行為については、不当
表示行為すなわち違反行為があれば足り、それ以上に、そのことについて
「不当表示を行った者」の故意・過失は要しないものというべきであり、故
意・過失が存在しない場合であっても排除命令を発し得るものというべきであ
る。

参考
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健康食品に対する取締り事例
（アフィリエイト広告、ステマ等への対応）
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